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（2008 年 5 月 28 日掲載） 

 

No.30 2006 年 4 月施行の「高齢者虐待防止法」では，「高齢者」とは 65 歳以上の者と定義され，「高齢者

虐待」は①養介護施設従事者等による高齢者虐待，②養護者による高齢者虐待に区分されてい

る。法第26 条に基づいた「2006 年度高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律に基づく対応状況等に関する調査結果（確定版）」を施設と家庭に区分して概要を示せ。 

解答 区分 施設 家庭 

調査対象 全国の 1,829 市町村（特別区を含む） 

相談・通報対応件数 273 件 18,390 件 

相談・通報者 

親族：24.5%，当該施設職員：

23.1％，当該施設元職員：

10.6％，本人：4.0％ 

ケアマネ・職員：41.1％ 

家族・親族：13.4％ 

本人：12.1％ 

虐待認定事例件数 
54 件（特養 35.2％老健

GH18.5％） 
12,569 件 

被虐待高齢者 
性別：8 割が「女性」 

年齢：7 割が「80 歳以上」 

性別：3/4 以上が「女性」 

年齢：4 割が「80-89 歳」 

認知症：4 割近く 

虐待の種別 

身体的虐待：74.1％ 

心理的虐待：37.0％ 

ネグレクト：13.0％ 

身体的虐待：63.7％ 

心理的虐待：35.9％ 

ネグレクト：29.5％ 

経済的虐待：27.1％ 

性的虐待：0.6％ 

虐待者との関係 

年齢：半数以上が「40 歳未満」 

職種：介護職員 75.9％，看護職

員 7.8％，管理者・施設長・開設

者 6.3％ 

息子：38.5％ 

夫：14.7％ 

娘：14.5％ 

虐待事例への対応 
報告徴収・質問・立入検査・指

導：48 件/54 件 

虐待者からの分離：35.6％ 

分離なし：60.0％（うち助言・指導が 4

割） 
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